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たときには、国などの一点に権限を集中させ、
あらゆることを法改正なくしても対応できる
ようにする」という考え方は全くの見当外れだ
ということである。ましてや三権分立の憲法
秩序を変質させるような憲法上の国家緊急権
や非常事態条項は、災害直後の救援救護業務
や応急復旧活動では役に立たない。必要なの
は、平時からすれば大胆に思えるかもしれない
ような行動を実践できるような権限を、あらか
じめ現場に付与し、法執行や権限行使に躊躇
することがないように法制度を熟知した政策
実践訓練を行っておくことである。実際には、
中央から地方ないし現場への権限移譲こそが、
緊急時に必要なのである。中央省庁や国は、
平時においてこそ強いリーダーシップでの教育
訓練活動を行い、いざ災害時には調整役と予
算根拠の明確化を実践することが役目になら
なければならないのである。
国土交通省東北地方整備局がまとめた「東
日本大震災の実体験に基づく災害初動期指揮

すべき分野を浮き彫りにし、体系的に整理す
る取り組みが「災害復興法学の体系化」であ
る。表１は大規模災害時の主な法律相談類型
のモデルケースであり、東日本大震災（2011年）
や熊本地震（2016年）の際に、弁護士が実施
した法律相談事例のうち、特に相談件数が多
かった類型をまとめたものである（日弁連「東
日本大震災無料法律相談事例集」、「災害復
興法学」及び「災害復興法学Ⅱ」より再構成）。
災害時に利用される法制度を整理するために
は、被災者の声を基軸にして、それぞれの分野
に応じた対応を実施していくことが必要にな
ると考える。
このような被災者の声をもとにして、本来
あるべき姿の災害法制を想像しながら、都度、
新しい知見を積み上げていく作業を地道に行
うことが災害法制の宿命であり、法的強靭性
（リーガル・レジリエンス）を獲得する唯一の
方法なのである。誤解のないようにあえて述
べておくと、「災害時や巨大リスクに見舞われ

１　リーガル・レジリエンス
⑴災害法制の可塑性と強靭性
本連載の第１回（2020年６月号）で主に取り
上げた「災害救助法」は、1946年の南海地震
をきっかけにして、1947年に誕生した。同第
２回（2020年８月号）で主に取り上げた「被災
者生活再建支援法」は、1995年の阪神・淡路
大震災をきっかけに壮絶な立法活動が繰り広
げられたうえで、1998年に成立に至った。自
然災害が発生することは決して避けられず、
その規模は当然のこと、時代や場所によって
おきる「被害」や「被災」の態様にもひとつとし
て同じものはない。しかし、過去に様々な被
災者支援や復興支援活動によって得られたノ
ウハウを、先人たちは「法律」の形にして後世
の我々に伝承してくれているのである。災害
復興法学の学びは過去の自然災害後の被災者
支援や復興支援活動を追体験する意義を有し
ており、得られた知恵はまさに災害対策や危
機管理対応に直結する技術になる。
一方で、同じ災害が二度とない以上、常に
同じ法律による同じ支援がフィットするわけ
ではない。実際におきた災害から、被災者が
どのように生活再建を達成するか、地域など
がどのように復興を果たすのか、という目的に
応じて、常に臨機応変な運用改善と根拠法の
新規立法又は改正が必要になるのである。こ
のように、災害法制は常に可塑性が必要であ
り、だからこそ強靭性（しなやかさ）を獲得で
きるという関係にある。
筆者は、法制度の改善により社会基盤整備
が強化されることを、「法的強靭性―リーガル・
レジリエンス―」と呼んでいる。災害復興法学
の活動とはこのリーガル・レジリエンスの獲
得と実践に他ならないのである。
⑵災害法制の宿命
被災者の「声」と現実に対応可能な法制度
支援との間に生じるギャップを埋める作業は、
災害ごとに避けられない。災害法制は、常に
不備が発見されるし、常に改善をすることが
要求される。被災者の声をベースにして改善
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し、自由自在に『応用』してこそ、将来の大災
害に対応できます。『備え、しかる後これを超
越してほしい』」と明記している。着目すべき
は「備え」である。基軸となる法整備があって、

心得」（2015年）は、「備えていたことしか、役に
立たなかった　備えていただけでは、十分では
なかった」という強いメッセージを残す。そし
て「過去の教訓に精通した上で、これを超越

その限界事例を常に実践し続けているからこ
そ、災害時に初めてそれを超えるアイディアが
生まれ、現場での臨機応変かつ柔軟な法律運
用が可能になる。「なんでもできる魔法の杖」
は、実は「どうすべきか何も書いていない役立
たない巻物」でしかないのだ。想定外を過去の
災害から学んで想定外を想像し続けることが
リーガル・レジリエンスの本質であり、災害法
制の宿命ともいうべきものである。

２　災害復興政策の軌跡
災害復興法学誕生のきっかけとなった東日
本大震災以降、これまでに法律家が提言する
などして政策実現に寄与した主な復興政策や
法改正の実績を以下にまとめる。実績といっ
ても当該分野のリーガル・ニーズがすべて解
決されたわけではない、道半ばの政策がほとん
どであることは付言しておきたい。

①�仙台弁護士会による震災ADR（裁判外紛争
解決手続）の創設（2011年４月20日）
②�東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄を
すべき期間に係る民法の特例に関する法律
による熟慮期間延長（2011年６月17日成立）
③�災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を
改正する法律による給付対象の兄弟姉妹へ
の拡大（2011年７月25日成立）
④�個人債務者の私的整理に関するガイドライ
ンの策定（2011年７月15日）
⑤�原子力損害賠償紛争解決センターの設立
（2011年７月〜同年８月）
⑥�災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災
者生活再建支援法の一部を改正する法律に
よる差押禁止条項の追加（2011年８月23日
成立）
⑦�東日本大震災関連義援金に係る差押禁止
等に関する法律（2011年８月23日成立）
⑧�罹災都市借地借家臨時処理法の不適用を
法務省及び国土交通省が決定（2011年９月
30日）
⑨�株式会社東日本大震災事業者再生支援

機構法（2011年11月21日成立）と株式会社
東日本大震災事業者再生支援機構の設立
（2012年２月22日）
⑩�東日本大震災の被災者に対する援助のため
の日本司法支援センターの業務の特例に関
する法律（2012年３月23日成立）
⑪�東京電力原子力事故により被災した子ども
をはじめとする住民等の生活を守り支える
ための被災者の生活支援等に関する施策の
推進に関する法律（2012年６月21日成立）
⑫�避難行動要支援者名簿、被災者台帳、安否
照会等に関する災害対策基本法等の一部を
改正する法律（2013年６月21日成立）
⑬�大規模な災害の被災地における借地借家に
関する特別措置法（2013年６月19日成立）・
罹災都市借地借家臨時処理法の廃止
⑭�被災区分所有建物の再建等に関する特別措
置法の一部を改正する法律（2013年６月19
日成立）
⑮�東日本大震災における原子力発電所の事故
により生じた原子力損害に係る早期かつ確
実な賠償を実現するための措置及び当該原
子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の
特例に関する法律（2013年12月４日成立）
⑯�東日本大震災復興特別区域法の改正によ
る土地収用法・都市計画法等の規制緩和
（2014年４月23日成立）
⑰�自然災害による被災者の債務整理に関する
ガイドラインの策定（2015年12月25日）
⑱�平成二十八年熊本地震災害関連義援金に
係る差押禁止等に関する法律（2016年５月
27日成立）
⑲�総合法律支援法の改正による対象者拡充
（2016年５月27日成立）
⑳�災害弔慰金の満額支給要件の見直し（内閣
府通知）（2016年６月１日）
㉑�糸魚川市大規模火災を自然災害として被災
者生活再建支援法・自然災害債務整理ガ
イドライン等を適用できるとする運用（2016
年12月30日）
㉒�平成三十年特定災害関連義援金に係る差
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表１　大規模災害時の主な法律相談類型のモデルケース

①不動産賃貸借（借家）
•�津波で借家が全壊して住めなくなったが家賃を払い続ける必要があるのか。
•�地震で壁にヒビが入ったが、大家と借家人のどっちが修繕する義務があるのか。費用援助は。
•�まだ使える・住める状態だが、建て替え費用がないから退去を求められているが妥当か。
•�建物全壊で退去する場合の敷金はどうなるのか。立退料はもらえるか。

②工作物責任・相隣関係（妨害排除・予防・損害賠償）
•�地震で自宅の屋根瓦が落下し、隣家や隣家の壁や自動車を損壊したが、損害賠償責任を負うのか。
•�商店の壁が崩れてパーキングに駐車していた自動車が損壊したが、誰かに損害賠償請求できるのか。
•�マンションの上階から水漏れがあった場合の責任関係はどうなるのか。

③住宅・車・船等のローン、リース
•�津波により自宅の土地建物が流されてしまった。職場も失ったので住宅ローンが支払えない。再建の支
援はないのか。既存の債務は破産しない限り残ってしまうのか。
•�原子力発電所事故等で避難指示を受け、住めなくなった住宅の住宅ローンも支払う必要があるのか。

④震災関連法令（行政認定・公的支援）
•�被災者生活再建支援金をもらうにはどういう手続が必要か。罹災証明はどういう場合に取得できるのか、
どこで、どうやって取得するのか。
•�借家に住んでいる場合でも罹災証明書を取得して生活再建支援金が取得できるのか。
•�家計を別にしている親夫婦と、住民票の記載だけを見て同一世帯と認定されて支援金・義援金が一世帯
分しかもらえないのは納得がいかない。
•�何十年も一緒に生活してきた唯一の親族である兄弟が地震で亡くなったのに災害弔慰金は兄弟に出ない
法制度になっているのは納得がいかない（東日本大震災当時）。
•�支援金や義援金をもらうと生活保護が打ち切られるという説明を行政から受けたが本当か。

⑤遺言・相続
•�家族や親戚が何人も亡くなったが、相続人は誰なのか。行方不明者がいる場合には手続はどうすればい
いのか。行方不明の家族の死亡届を出すべきかどうかで家族内でも意見が分かれている。
•�家族が亡くなってから３カ月間何もしないでいると、借金も相続してしまうので、相続放棄が必要だと聞
いた。しかし、そもそも亡くなった家族にどんな資産があるのか、津波にさらわれた地域の不動産の評価
はどうなるのか、はっきりしない。相続放棄したらよいかどうかの判断ができない。
•�遠方の相続人と義援金や支援金の配分で紛争になりそう。しかし、津波ですべてを失って、交通手段も
なく、裁判所に出頭しての手続などとてもできない。

⑥原子力発電所事故等
•�いつ戻れるのか、その間の休業補償などはあるのか。放射線量が高い地域の土地や家屋の評価はどうな
るのか。
•�役場ごと別の市町村に移転してしまった。どこでどういう手続をすれば今後の情報が来るのかまったく
わからない。どうしたらいいのか途方に暮れている。
•�補償の範囲はどこまでか、避難指示等は受けていないが、子どものために県外に避難してきた場合は補
償されないのか。請求のやり方も複雑で分からない。
•�政府や電力会社が出している指針や基準について詳しく解説して欲しい。納得のいかない点については
どうやって争ったら良いのか。
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押禁止等に関する法律（2018年７月20日成
立）
㉓�災害救助法による救助の程度、方法及び期
間並びに実費弁償の基準の改訂による準半
壊世帯への応急修繕制度の拡大（2019年10
月１日）
㉔�令和元年特定災害関連義援金に係る差押
禁止等に関する法律（2019年12月６日）
㉕�災害救助法の応急修理制度と応急仮設住
宅入居の一部併用の実現（2020年７月）
㉖�被災者生活再建支援法の改正による半壊世
帯の一部への被災者生活再建支援金支給拡
大（2020年見込み）

東日本大震災以降、被災者を対象にした弁
護士による無料法律相談事例を分析してきた

［1］被災者生活再建支援法の改正と災害
ケースマネジメントの実現
「半壊の涙」や「境界線の明暗」と呼ばれる現
在の被災者生活再建支援法の課題と、災害や
被災者属性といった特徴に応じたきめ細やか
な復興支援政策「災害ケースマネジメント」の
法制化といった課題。詳細は、「新しい防災教
育『災害復興法学のすすめ』（２）災害ケースマ
ネジメントで半壊の涙、境界線の明暗に終止
符を」（月刊フェスク2020年８月号２〜10頁）
を参照。なお、2020年７月、内閣府は「『被災
者生活再建支援制度の在り方に関する実務者
会議』検討結果報告」を公表し、半壊世帯の一
部に対して被災者生活再建支援金を支給する
法改正を行う方針を明らかにした。
［2］災害救助法運用基準の抜本的改正と避
難所TKBの徹底
災害救助法に基づく救助メニューの現代化・
精緻化、告示による救助の一般基準の底上げ、

結果得られたリーガル・ニーズを立法事実（法
律の正当性や根拠となる社会的な事実）とし
て、数々の制度が生み出されてきたことが分か
る。災害救助法や被災者生活再建支援法と
いった災害時特有の法律の運用改善のみなら
ず、相続放棄の熟慮期間延長（民法の特例）や
被災マンション法制（建物区分所有法の特例）
といった、基本的な民事法に関わる特例も数
多く誕生した。

３　解決すべき災害法制10課題
災害復興法学を興して東日本大震災以降の
復興政策や災害法制の一部を記録してきた立
場から、筆者が特に注目している、リーガル・
レジリエンス（法的強靭性）獲得のための災害
法制の課題を紹介する。
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特別基準の徹底活用等、現行の災害救助法に
基づく政策課題。詳細は、「新しい防災教育『災
害復興法学のすすめ』（１）災害関連死を防ぐ避
難所TKBと災害救助法徹底活用」（月刊フェ
スク2020年６月号２〜11頁）を参照。
［3］二重ローン対策（被災ローン減免制度）
の立法化
「個人債務者に関する私的整理ガイドライ
ン」（東日本大震災）や「自然災害債務整理ガ
イドライン」（2015年９月以降）といった被災
ローン減免制度を、ガイドラインのメリットを
維持しつつ、任意制度から法的制度へ格上げ
して整備する必要性がある。大規模災害に備
えた大量処理スキームの確立と徹底した周知
義務を定める法整備が必要。なお、新型コロ
ナウイルス感染症のような大規模な感染症ま
ん延時の対応としても、同様のスキームが必
要となる。

災害時に知っておくべき法支援制度、岡本正『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』（弘文堂）目次
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［4］災害関連死防止基本法とデータベース
の構築
避難所環境整備や在宅被災者支援を含めた
災害関連死防止のための基本法の制定。現在、
災害関連死の防止を掲げて推進する国の部署
が存在していないことから、法律を根拠に専
門部署を防災復興部局の中に創設すべきであ
る。また、過去の自然災害における災害弔慰
金支給・不支給事例を含めたデータベース構
築により災害対策の教訓を抽出できる環境を
整備する必要があるが、そのためには、自治体
の保有する個人情報を国に集約するための法
的根拠も整備していく必要がある。
［5］災害義援金差押え禁止等の恒久法の制定
東日本大震災以降、限定的な災害でのみ成
立してきた義援金の差押え等を禁止する特別
法案について、すべての災害における義援金
の差押え等を禁止する恒久法案を整備する必
要性がある。差押え禁止財産とすれば、被災
ローン減免制度の運用上も手元資金にできる
ことから一層整備の必要性が高い。
［6］災害時の個人情報の取扱いと2000個
問題の解消
災害時の避難行動要支援者名簿や災害時
要配慮者名簿の効果的な活用、安否照会への
回答、行方不明者情報の開示に関するタイム
ライン整備、避難所名簿や被災者台帳などの

する必要がある。現行内閣府の人事サイクル
のみならず、専門職としてキャリアを育成し、
かつ人的規模を擁する省庁が必要となる（例
えば環境庁・環境省を創設した際のような省
庁再編が必要である。あるいは、現在の内閣
府（防災担当）部署の大幅な拡充と、東日本大
震災における復興庁のノウハウを災害対策や
防災法制に反映させるための防災復興省庁を
創設すべきである）。
［9］災害政策法務人材育成の強化と災害法
務危機管理監
国及び自治体の公務員、公的役割を担う
団体ではもちろんのこと、それらと連携する
民間団体においても、災害時における法律や
予算の仕組みを理解し、政策実現を担うこと
ができる災害復興対応、防災教育対応ができ
る人材を育成する必要がある。特に自治体で
は、災害現場において救援救護指揮活動を主
なミッションとする現在の危機管理監に加え、
災害法制を駆使して災害救助・復旧・復興・
生活再建支援などにおける首長の政策法務支
援を実施する災害救援法務の専門危機管理監
の設置も不可欠である。
［10］義務教育等における生活再建と法制度
支援知識教育のプログラム化
主権者教育、法教育、消費者教育、金融教

統合と横断的管理による被災者支援の遺漏防
止と効率化等、個人情報をより積極的に共有・
利活用するための施策の整備。また、災害対
策のための避難行動要支援者情報共有の法的
義務化の整備なども課題となる。個人情報の
取扱いを自治体ごとのバラバラの条例に委ね
ていることも弊害であり、いわゆる「2000個問
題」解消のための自治体個人情報保護法（統一
法案）の整備が必要。
［7］災害ADRに関する公的予算措置
「災害ADR」（震災ADR）とは、東日本大震
災で仙台弁護士会が始めた被災者を当事者と
した裁判外紛争解決手続（ADR）である。自
然災害や新型コロナウイルス感染拡大におい
て、各地の弁護士会で設置されてきた実績が
多数ある。これらは弁護士が仲介役となって
当事者の合意を目指す和解あっせんの手続き
であるが、基本的に弁護士会の独自予算によ
る。被災地の紛争解決という極めて公的なミッ
ションを帯びており、その運営や実施について
は、公的予算によって手当する必要がある。
［8］防災復興の専門省庁の創設
防災や復興を専門とする国の府省庁を設置
すべきである。現在、災害復興については、全
省庁が対応する部門を持っているが、それら
を有機的に調整し、かつ地域への人材派遣を
可能とするだけの規模を持つ専門省庁を創設

育、生涯学習教育、社会人向けリカレント教
育など、若年層を含めたあらゆるフェーズで、
災害対応を支える法律や社会の仕組みについ
て教育する必要がある。詳細は、『被災したあ
なたを助けるお金とくらしの話』や『図書館の
ための災害復興法学入門新しい防災教育と生
活再建への知識』などの教材を参照。

４　おわりに
３回にわたる特別寄稿では、「災害復興法
学のすすめ」と題して、これまで災害復興法学
が紡いできた復興政策の軌跡の一部を、最新
の政策動向を反映させながら紹介してきた。
本稿で一覧した数々の実績と課題については、
いずれも将来に向けて解決と改善を繰り返す
ことが要請される分野である。その原動力は
現場で被災者に寄り添ってきた、あらゆる分
野の専門家・支援者たちの声であり、被災者
の声そのものであるといえる。教訓を伝える
にはノウハウを法制度に昇華する「法的強靭
性（リーガル・レジリエンス）の獲得」が必要に
なる。そのためには、ますます多くの分野同
士の連携が必要となり、そのためのプラット
フォームとして「災害復興法学」が意義を持っ
てくるはずである。

教
訓
を
伝
え
る
に
は
ノ
ウ
ハ
ウ
を
法
制
度
に
昇
華
す
る「
リ
ー
ガ
ル・レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
獲
得
」が
必
要
に
な
る
。
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